
 

 

 

 

１ 分譲宅地の概要 

⑴ 区画別事項 

区画番号 地番 面積

（㎡） 

面積

（坪） 

㎡単価

(円） 

金額（円） 

１ 松本市赤怒田64-3 348.70 105.48 7,510 2,618,000 

１１ 〃 64-13 298.78 90.38 9,790 2,925,000 

１２ 〃 64-14 298.78 90.38 9,690 2,895,000 

１７ 〃 64-19 359.91 108.87 8,360 3,008,000 

１９ 〃 64-21 290.09 87.75 9,690 2,810,000 

３１ 〃 64-33 253.07 76.55 9,030 2,285,000 

３８ 〃 64-40 317.85 96.15 9,790 3,111,000 

４２ 〃 64-44 352.90 106.75 8,930 3,151,000 

５０ 〃 64-52 321.48 97.25 9,600 3,086,000 

 

 

 

 



⑵ 地域・地区  都市計画区域外 

⑶ 建築規制等 

福寿草ケ丘団地地区は、良好な住環境の維持、保全を図るため、建築物等の規制に関する要綱が定めら

れています。住宅建築にあたっては、必ずこの要綱を守って建築してください。 

〇 建築要綱の主な内容 （抜粋） 

ア 敷地の分割及び地盤面の変更禁止 

イ 建ぺい率７０％以下、容積率４００％以下 

ウ 長屋及び共同住宅の建設禁止 

エ 建築物の階数は、地階を除き２以下 

オ 建築物の高さは、９ｍ以下、階高は７．５ｍ以下 

カ 外壁の後退距離は、隣地境界線から１ｍ（一部２ｍ）以上、道路境界線から１．５ｍ以上 

キ 敷地の囲障は、へい、さく等の高さは１．５ｍ以下 又、道路に面する側は、生垣又は生垣に

透視可能なネットフェンス、鉄さく等併用したものとし、高さは１．５ｍ以下 

ク 道路側に土留擁壁及び石積等を設置する場合は、道路面からの高さは、６０cm以下とし、２

段目以上の擁壁を設置する場合は、１段目と２段目の間に植樹帯として０．７ｍの空地を確保

する。 

ケ 外壁及び屋根の色は、地区の環境に調和したものとする。 

コ 広告物については、表示面積が１㎡を超えないものとする。 

     ※ 資料「福寿草ケ丘団地分譲申し込みにおけるその他の注意点について」をよくご確認下さい。 

⑷ 設備  水道／市営上水道（宅内配管済） 

       下水道／合併浄化槽を設備し、宅地内公共放流管（配管済）に接続              

⑸ その他  造成完成済みのため、現況、有姿のとおり引き渡します。土地の登記には、不動産登録免許

税等が必要です。 

⑹ 譲渡申込契約条件 

ア 次の規定及び事項に該当しない方 

 （ア） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定 

 （イ） 暴力団及びその構成員 

 （ウ） 未成年の方 

 （エ） 審査の結果適当でないと認めたもの 

イ 宅地購入者は、住宅建設をする前に、権利の設定又は移転等を行う場合は、市の承諾を受けなければ

ならない。 

⑺ 交通  最寄駅（ＪＲ田沢駅）まで １０km（車で１５分） 

ＪＲ松本駅まで １５km（車で３０分） 

長野道安曇野Ｉ．Ｃ．まで １２km（車で２０分） 

最寄りのバス停まで ０．３km 

錦部保育園まで １．０km 

四賀小学校まで ４．５km （０．５kmのバス停からスクールバス利用） 

会田中学校まで ５．５km （０．５kmのバス停からスクールバス利用） 

錦部郵便局まで ０．７km 

コンビニエンスストアまで １．２km 

 

２ 問合せ先 

〒３９０－８６２０ 長野県松本市丸の内３番７号 松本市役所 建設部 住宅課 

           ＴＥＬ ０２６３－３４－３０００  ＦＡＸ ０２６３－３４－３２０７ 


